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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  検査対象空間内に挿入される挿入部と、
  レーザ光を発するレーザ光源と、
  該レーザ光源の動作を制御する制御装置と、
  前記挿入部には、前記レーザ光源が発する前記レーザ光を前記挿入部の先端に導いて該
先端から出射させるライトガイドと、
  該ライトガイドの出射端に対向させて設けられ、前記レーザ光を照射されることによっ
て励起されて可視光を発するための蛍光物質が一体に設けられた光学要素と、を備え、
前記光学要素が前記ライトガイドの出射端を保護するカバーガラスであり、前記蛍光物質
が、前記ライトガイドの出射端に対向する前記カバーガラスの表面全体に設けられて、前
記カバーガラスが前記挿入部に組み込まれていることを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
  検査対象空間内に挿入される挿入部と、
  レーザ光を発するレーザ光源と、
  該レーザ光源の動作を制御する制御装置と、
  前記挿入部には、前記レーザ光源が発する前記レーザ光を前記挿入部の先端に導いて該
先端から出射させるライトガイドと、
  該ライトガイドの出射端に対向させて設けられ、前記レーザ光を照射されることによっ
て励起されて可視光を発するための蛍光物質が一体に設けられた光学要素と、を備え、
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前記光学要素がレンズであり、前記蛍光物質が、前記レンズの表面に一体にして設けられ
て、前記レンズが前記挿入部に組み込まれていることを特徴とする内視鏡装置。
【請求項３】
  検査対象空間内に挿入される挿入部と、
  レーザ光を発するレーザ光源と、
  該レーザ光源の動作を制御する制御装置と、
  前記挿入部には、前記レーザ光源が発する前記レーザ光を前記挿入部の先端に導いて該
先端から出射させるライトガイドと、
  該ライトガイドの出射端に対向させて設けられ、前記レーザ光を照射されることによっ
て励起されて可視光を発するための蛍光物質が一体に設けられた光学要素と、を備え、
  前記光学要素が光線を拡散させる拡散部材を有し、前記蛍光物質は、前記拡散部材の表
面に一体にして設けられて前記拡散部材が前記挿入部に組み込まれていることを特徴とす
る内視鏡装置。
【請求項４】
  前記蛍光物質が、前記拡散部材の出射端側の表面に一体にして設けられている請求項３
に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
  検査対象空間内に挿入される挿入部と、
  レーザ光を発するレーザ光源と、
  該レーザ光源の動作を制御する制御装置と、
  前記挿入部には、前記レーザ光源が発する前記レーザ光を前記挿入部の先端に導いて該
先端から出射させるライトガイドと、
  該ライトガイドの出射端に対向させて設けられ、前記レーザ光を照射されることによっ
て励起されて可視光を発するための蛍光物質が一体に設けられた光学要素と、を備え、
  前記蛍光物質が、透明光学接着剤に練りこまれた状態で前記ライトガイドの出射端に対
向する前記光学要素の表面全体に塗布されて前記光学要素が前記挿入部に組み込まれてい
ることを特徴とする内視鏡装置。
【請求項６】
  装置本体と、
  該装置本体とは独立し、操作者による把持が可能な操作部とを有しており、
  前記挿入部は前記操作部に設けられ、
  前記レーザ光源および前記制御装置は、それぞれ前記装置本体と前記操作部とのうちの
いずれか一方に設けられている請求項１から５のいずれかに記載の内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、医療用や産業用に用いられる内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ボイラや機械等の管路内、あるいはエンジンの内部の観察、点検等に、細長の挿
入部をその内部に挿入して観察、点検を行うことができる内視鏡装置が広く利用されてい
る。
　上述の内視鏡装置には、挿入部の先端に荷電結合素子（以後、「ＣＣＤ」と表記）など
の撮像素子を配置し、この撮像素子に結像した画像をモニタに表示して観察、点検等を行
うビデオスコープ内視鏡装置がある。
【０００３】
　このようなビデオスコープ内視鏡においては、検査対象空間内を可視光で照明するため
の照明装置が設けられている。
　このような照明装置としては、例えば後記の特許文献１に記載の内視鏡用光源装置のよ
うに、筐体内に設けた光源ランプと、この光源ランプが発する光を挿入部の先端まで導く
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ライトガイドケーブルとを有するものが知られている。
【特許文献１】特開２００１－３２１３３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、光源ランプは、発光体であるフィラメントの周囲をチューブで覆った構造であ
るため、占有体積が大きい。
　また、フィラメントは全方向に発光するため、照明装置には、この光をライトガイドケ
ーブルの小径の入射端面に集光するリフレクタや集光レンズを設ける必要がある。
　さらに、光源ランプは発熱量が大きいため、照明装置には、光源ランプを冷却する冷却
装置を設ける必要がある。
　このように、光源ランプを用いる照明装置では、光源ランプとその周辺装置とが必要で
あり、これらの占有体積が大きいので、装置の小型化が困難であった。
【０００５】
　また、リフレクタや集光レンズを用いて集光された光は、様々な入射角でライトガイド
ケーブルに入射する。このようにしてライドガイドに入射した光は、ライトガイドケーブ
ルの特性により、その入射角によっては伝送ロスが生じてしまう。この伝送ロス分をカバ
ーするために光源ランプの輝度を上げると、光源ランプの消費電力が増加するため、照明
装置の電源が大型化する。また、光源ランプの発熱量も増加するため、冷却装置が大型化
してしまう。
【０００６】
　さらに、光源ランプを用いる照明装置では、上記のように部品点数が多いので、組立や
調整に手間がかかっていた。
【０００７】
　この発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、さらなる小型化が可能で、
かつ組立や調整が容易な内視鏡装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
  上記目的を達成するために、本発明は、以下の手段を提供する。
　本発明の一実施態様にかかる内視鏡装置は、検査対象空間内に挿入される挿入部と、レ
ーザ光を発するレーザ光源と、該レーザ光源の動作を制御する制御装置と、前記挿入部に
は、前記レーザ光源が発する前記レーザ光を前記挿入部の先端に導いて該先端から出射さ
せるライトガイドと、該ライトガイドの出射端に対向させて設けられ、前記レーザ光を照
射されることによって励起されて可視光を発するための蛍光物質が一体に設けられた光学
要素と、を備え、前記光学要素が前記ライトガイドの出射端を保護するカバーガラスであ
り、前記蛍光物質が、前記ライトガイドの出射端に対向する前記カバーガラスの表面全体
に設けられて、前記カバーガラスが前記挿入部に組み込まれていることを特徴とする。
　また、本発明の他の実施態様にかかる内視鏡装置は、  検査対象空間内に挿入される挿
入部と、レーザ光を発するレーザ光源と、該レーザ光源の動作を制御する制御装置と、前
記挿入部には、前記レーザ光源が発する前記レーザ光を前記挿入部の先端に導いて該先端
から出射させるライトガイドと、該ライトガイドの出射端に対向させて設けられ、前記レ
ーザ光を照射されることによって励起されて可視光を発するための蛍光物質が一体に設け
られた光学要素と、を備え、前記光学要素がレンズであり、前記蛍光物質が、前記レンズ
の表面に一体にして設けられて、前記レンズが前記挿入部に組み込まれていることを特徴
とする。
　さらに、本発明の他の実施態様にかかる内視鏡装置は、検査対象空間内に挿入される挿
入部と、レーザ光を発するレーザ光源と、該レーザ光源の動作を制御する制御装置と、前
記挿入部には、前記レーザ光源が発する前記レーザ光を前記挿入部の先端に導いて該先端
から出射させるライトガイドと、該ライトガイドの出射端に対向させて設けられ、前記レ
ーザ光を照射されることによって励起されて可視光を発するための蛍光物質が一体に設け
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られた光学要素と、を備え、前記光学要素が光線を拡散させる拡散部材を有し、前記蛍光
物質は、前記拡散部材の表面に一体にして設けられて前記拡散部材が前記挿入部に組み込
まれていることを特徴とする。
　またさらに、本発明の他の実施態様にかかる内視鏡装置は、検査対象空間内に挿入され
る挿入部と、レーザ光を発するレーザ光源と、該レーザ光源の動作を制御する制御装置と
、前記挿入部には、前記レーザ光源が発する前記レーザ光を前記挿入部の先端に導いて該
先端から出射させるライトガイドと、該ライトガイドの出射端に対向させて設けられ、前
記レーザ光を照射されることによって励起されて可視光を発するための蛍光物質が一体に
設けられた光学要素と、を備え、前記蛍光物質が、透明光学接着剤に練りこまれた状態で
前記ライトガイドの出射端に対向する前記光学要素の表面全体に塗布されて前記光学要素
が前記挿入部に組み込まれていることを特徴とする。

                                                                                
【０００９】
　このように構成される内視鏡装置では、レーザダイオード等のレーザ光源が発するレー
ザ光が、光ファイバケーブル等のライトガイドに導入される。
　ライトガイドに導入されたレーザ光は、このライトガイドによって挿入部の先端に導か
れる。ライトガイドの出射端に対向配置される光学要素には、蛍光物質が設けられており
、この蛍光物質がライトガイドの出射端に導かれたレーザ光によって励起されて、可視光
を発する。
　蛍光物質が発した可視光は、挿入部の先端から放出されて、これによって検査対象空間
内が照明される。
【００１０】
　レーザ光は指向性が強く、また光束が小さいので、集光装置を用いなくても、もしくは
最小限の集光装置を用いるだけで、ライトガイドに効率的に入射させることができる。ま
た、このようにレーザ光をライトガイドに入射させる際に集光装置が不要かもしくは最小
限で済むので、レーザ光は、ライトガイド内でライトガイドの光軸に対して十分に浅い角
度で入射することとなり、ライトガイド内で伝送される過程での伝送ロスが少ない。
　そして、レーザ光源の発するレーザ光は、波長が揃っていて量子効率が高いので、蛍光
物質によって高効率で可視光に変換される。
【００１１】
　このため、この内視鏡装置では、光源ランプを用いて同レベルの照度を得る場合に比べ
て光源が小型で済む。
　また、レーザ光源は、同レベルの照度が得られる光源ランプよりも発熱量が少ないので
、光源冷却用の冷却装置が小型で済む。
　また、この内視鏡装置では、光源として指向性の強いレーザ光源が用いられていて、前
記のように集光装置が不要または最小限で済む。
　以上のことから、この内視鏡装置では、光源ランプを用いた内視鏡装置よりも小型化が
可能である。
【００１２】
　また、蛍光物質は、挿入部を構成する光学要素に設けられているので、挿入部を組み立
てることで、自動的に挿入部に蛍光物質を組み込むことができる。このように、この内視
鏡装置では、蛍光物質を組み込むために特別な作業が不要となるので、組立や調整が容易
である。
　ここで、蛍光物質としては、一種類の蛍光物質だけを用いてもよく、蛍光波長の異なる
複数種類の蛍光物質を混合して、励起光を内視鏡装置による観察に適した色調にした蛍光
物質の混合物を用いてもよい。
【００１３】
　この内視鏡装置において、前記光学要素が前記ライトガイドの出射端を保護するカバー
ガラスであり、前記蛍光物質が、前記ライトガイドの出射端に対向する前記カバーガラス
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の表面に設けられていてもよい。
　この内視鏡装置では、挿入部においてライトガイドの出射端を保護するカバーガラスの
表面に蛍光物質が設けられているので、挿入部を組み立てることで、特別な作業を行わず
に挿入部に蛍光物質を組み込むことができる。
【００１４】
　また、上記内視鏡装置において、前記光学要素がレンズであり、前記蛍光物質が、前記
レンズの表面に一体にして設けられていてもよい。
　この内視鏡装置では、挿入部においてライトガイドの出射端に対向配置されるレンズの
表面に蛍光物質が設けられているので、挿入部を組み立てることで、特別な作業を行わず
に挿入部に蛍光物質を組み込むことができる。
【００１５】
　また、上記内視鏡装置において、前記光学要素が光線を拡散させる拡散部材であり、前
記蛍光物質は、前記拡散部材の表面に一体にして設けられていてもよい。
　この内視鏡装置では、挿入部においてライトガイドの出射端に対向配置される拡散部材
の表面に蛍光物質が設けられているので、挿入部を組み立てることで、特別な作業を行わ
ずに挿入部に蛍光物質を組み込むことができる。
【００１６】
　また、前記蛍光物質が、前記拡散部材の出射端側の表面に一体にして設けられていても
よい。
　この内視鏡装置では、ライトガイドから出射されたレーザ光が拡散部材によってレーザ
光が拡散されたのちに蛍光物質に照射されるので、蛍光物質全体に均等にレーザ光を照射
することができ、レーザ光を高効率で可視光に変換することができる。
【００１７】
　上記内視鏡装置において、前記蛍光物質が、透明光学接着剤に練りこまれた状態で前記
ライトガイドの出射端に対向する前記光学要素の表面全体に塗布されていてもよい。
　一般的に、蛍光物質は紛状であり、蛍光物質単独では扱いが困難である。
そこで、上記のように、蛍光物質を、光学要素の接着に用いられる透明光学接着剤に練り
こんだ状態で光学要素に塗布することで、光学要素の光学的性能を損なうことなく、光学
要素に蛍光物質を設置することができる。
【００１８】
　上記内視鏡装置が、装置本体と、該装置本体とは独立し、操作者による把持が可能な操
作部とを有しており、前記挿入部は前記操作部に設けられ、前記レーザ光源および前記制
御装置は、それぞれ前記装置本体と前記操作部とのうちのいずれか一方に設けられていて
もよい。
　この内視鏡装置では、操作部が装置本体とは独立していて操作者による把持が可能とさ
れているので、操作者は操作部を手元に置いた状態で内視鏡装置を操作することができ、
操作性が高い。
また、挿入部が、上記操作部に設けられているので、挿入部の操作が容易となる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る内視鏡装置によれば、光源ランプを用いた内視鏡装置よりも小型化が可能
であり、また、蛍光物質を組み込むために特別な作業が不要となるので、組立や調整が容
易である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
〔第１の実施の形態〕
　以下、本発明の第１の実施の形態について図１から図３を参照して説明する。
　内視鏡装置１は、図１に示すように、装置本体２と、装置本体２とは独立し操作者によ
る把持が可能な操作部３と、検査対象空間内に挿入される細長で可撓性を有する挿入部４
とを有している。
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　挿入部４は、操作部３に設けられており、操作部３とともに装置本体２とは独立して取
り扱うことができるようになっている。
　挿入部４の先端部には、先端の向きを調整する駆動装置が設けられている。
操作部３には、操作者に把持されるグリップ６と、駆動装置の動作を制御するスティック
７とが設けられており、使用者は、スティック７を操作することで、挿入部４の先端の向
きを任意の方向に向けることができるようになっている。
【００２１】
　図２に示すように、内視鏡装置１には、レーザ光を発するレーザ光源１１と、レーザ光
源１１の動作を制御する制御装置１２とが設けられている。また、内視鏡装置１には、必
要に応じてレーザ光源１１を冷却する冷却装置が設けられる。
　挿入部４には、レーザ光源１１が発するレーザ光を挿入部４の先端に導いてこの先端か
ら出射させるライトガイド１３と、ライトガイド１３の出射端に対向させて設けられる光
学要素１４とが設けられている。
【００２２】
　また、内視鏡装置１には、挿入部４の先端に設けられる撮像装置１６と、撮像装置１６
の撮影した画像を表示するモニタ１７とが設けられている。
　撮像装置１６としては、例えば、撮像画像を電気信号に変換するＣＣＤ（荷電結合素子
）が用いられる。この場合には、内視鏡装置１には、挿入部４の先端で撮像装置１６の撮
像面に対向配置されるレンズ１６ａと、撮像装置１６から挿入部４を通じて装置本体２ま
で通じる信号線１６ｂと、信号潜１６ｂを介して撮像装置１６が出力する電気信号を受信
してこの電気信号を画像信号に変換処理してモニタ１７に出力する信号処理装置１６ｃと
が設けられる。
【００２３】
　レーザ光源１１、制御装置１２、およびモニタ１７は、それぞれ装置本体２と操作部３
とのうちのいずれか一方に設けられている。
　本実施形態では、レーザ光源１１および制御装置１２は、操作部３に設けられており、
モニタ１７は装置本体２に設けられている。
【００２４】
　本実施形態では、レーザ光源１１として、レーザダイオードが用いられる。このレーザ
ダイオードは、要求されるレーザ光の強度に応じて、適宜数設置することができる。
　レーザ光源１１とライトガイド１３との間には、レーザ光源１１の発するレーザ光の光
束をライトガイド１３の直径程度に絞ってライトガイド１３の入射端に入射させる集光レ
ンズ１８が設けられている。
【００２５】
　ライトガイド１３は、たとえば複数本の光ファイバ１３ａの外周をシリコンチューブ等
の被覆層１３ｂで被覆してなる光ファイバケーブルによって構成されるものである。ライ
トガイド１３の出射端では、光ファイバ１３ａが被覆１３ｂの先端よりも突出されていて
、その外周がステンレス等からなる口金１３ｃによって覆われている。
　図３に示すように、光学要素１４には、その光軸上に、レーザ光源１１が発するレーザ
光を照射されることによって励起されて可視光（好ましくは白色光）を発する蛍光物質２
１が設けられている。
　本実施形態では、ライトガイド１３の出射端には、光学要素１４として、ライトガイド
１３の出射端を保護するカバーガラス２２が設けられている。このカバーガラス２２にお
いて挿入部４内側の面（ライトガイド１３の出射端に対向する面）には、透明光学接着剤
に練りこまれた状態の蛍光物質２１が全体に塗布されており、これによって蛍光物質２１
がカバーガラス２２と一体化されている。
【００２６】
　このように構成される内視鏡装置１では、検査対象空間内を照明するにあたって、レー
ザ光源１１の電源が投入される。このレーザ光源１１が発するレーザ光が、ライトガイド
１３に導入される。
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　ライトガイド１３に導入されたレーザ光は、このライトガイド１３によって挿入部４の
先端に導かれる。ライトガイド１３の出射端に対向配置されるカバーガラス２２には、蛍
光物質２１が塗布されているので、この蛍光物質２１がライトガイド１３の出射端に導か
れたレーザ光によって励起されて、可視光を発する。
　蛍光物質２１が発した可視光は、挿入部４の先端から放出されて、これによって検査対
象空間内が照明される。
【００２７】
　レーザ光は指向性が強く、また光束が小さいので、最小限の集光装置を用いるだけで、
ライトガイド１３に効率的に入射させることができる。また、このようにレーザ光をライ
トガイド１３に入射させる際に最小限の集光装置を用いるだけで済むので、レーザ光は、
ライトガイド１３内でライトガイド１３の光軸に対して十分に浅い角度で入射することと
なり、ライトガイド１３内で伝送される過程での伝送ロスが少ない。
　そして、レーザ光源１１の発するレーザ光は、波長が揃っていて量子効率が高いので、
蛍光物質２１によって高効率で可視光に変換される。
【００２８】
　このため、この内視鏡装置１では、光源ランプを用いて同レベルの照度を得る場合に比
べて光源が小型で済む。
　また、レーザ光源１１は、同レベルの照度が得られる光源ランプよりも発熱量が少ない
ので、光源冷却用の冷却装置が小型で済む。
　また、この内視鏡装置１では、光源として指向性の強いレーザ光源１１が用いられてい
て、前記のように集光装置が最小限で済む。
　以上のことから、この内視鏡装置１では、光源ランプを用いた内視鏡装置よりも小型化
が可能である。
【００２９】
　また、蛍光物質２１は、挿入部４を構成するカバーガラス２２に一体にして設けられて
いるので、挿入部４を組み立てることで、自動的に挿入部４に蛍光物質２１を組み込むこ
とができる。このように、この内視鏡装置１では、蛍光物質２１を組み込むために特別な
作業が不要となるので、組立や調整が容易である。
　ここで、蛍光物質２１としては、一種類の蛍光物質だけを用いてもよく、蛍光波長の異
なる複数種類の蛍光物質を混合して、励起光を内視鏡装置１による観察に適した色調にし
た蛍光物質の混合物を用いてもよい。
【００３０】
　ここで、本実施形態では、内視鏡装置１が、装置本体２と操作部３とを有する構成を示
したが、これに限られることなく、操作部３に設けられている部材を装置本体２に設けて
操作部３をなくした構成としてもよい。
【００３１】
 〔第２の実施の形態〕
 続いて、本発明に係る内視鏡装置について、第２の実施の形態を図４に基づいて説明す
る。なお、上述した実施の形態と同様の部分には同じ符号を付し、その詳細な説明は省略
する。この実施の形態では、上述の第１の実施の形態において、光学要素１４として、カ
バーガラス２２の代わりに、凸レンズ３１を採用している。この凸レンズ３１は、ライト
ガイド１３の出射端に向く面が凸曲面をなし、挿入部４の先端側を向く面が光軸に略直交
する平面とされている。そして、この凸レンズ３１においてライトガイド１３の出射端に
向く面全体に、蛍光物質２１が塗布されている。
【００３２】
　この内視鏡装置においても、蛍光物質２１は、挿入部４を構成する凸レンズ３１に一体
にして設けられているので、挿入部４を組み立てることで、自動的に挿入部４に蛍光物質
２１を組み込むことができる。このように、この内視鏡装置１では、蛍光物質２１を組み
込むために特別な作業が不要となるので、組立や調整が容易である。
【００３３】
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〔第３の実施の形態〕
　続いて、本発明に係る内視鏡装置について、第３の実施の形態を図５に基づいて説明す
る。なお、上述した実施の形態と同様の部分には同じ符号を付し、その詳細な説明は省略
する。
　この実施の形態では、上述の第１の実施の形態において、光学要素１４として、カバー
ガラス２２の代わりに、凹レンズ３６を採用している。
　この凹レンズ３６は、ライトガイド１３の出射端に向く面が凹曲面をなし、挿入部４の
先端側を向く面が光軸に略直交する平面とされている。
　そして、この凹レンズ３１においてライトガイド１３の出射端に向く面の凹部全体内に
、蛍光物質２１が充填されている。
【００３４】
　この内視鏡装置においても、蛍光物質２１は、挿入部４を構成する凹レンズ３６に一体
にして設けられているので、挿入部４を組み立てることで、自動的に挿入部４に蛍光物質
２１を組み込むことができる。このように、この内視鏡装置１では、蛍光物質２１を組み
込むために特別な作業が不要となるので、組立や調整が容易である。
【００３５】
〔第４の実施の形態〕
　続いて、本発明に係る内視鏡装置について、第４の実施の形態を図６に基づいて説明す
る。なお、上述した実施の形態と同様の部分には同じ符号を付し、その詳細な説明は省略
する。
　この実施の形態では、上述の第３の実施の形態において、光学要素１４として、凹レン
ズ３６に加えて、凹レンズ３６においてライトガイド１３の出射端に向く面の凹部内に、
凸レンズ３７を設け、これら凹レンズ３６と凸レンズ３７との間に蛍光物質２１を設けた
構成を採用している。
　凸レンズ３７は、ライトガイド１３の出射端に向く面が光軸に略直交する平面とされ、
凹レンズ３６を向く面が、凹レンズ３６の凹曲面よりも曲率半径の小さい凸曲面とされて
いて、これによって凹レンズ３６の凹曲面と凸レンズ３７の凸曲面との間に、蛍光物質２
１が充填される空間が形成されている。
【００３６】
　この内視鏡装置においても、蛍光物質２１は、挿入部４を構成する凹レンズ３６及び凸
レンズ３７に一体にして設けられているので、挿入部４を組み立てることで、自動的に挿
入部４に蛍光物質２１を組み込むことができる。このように、この内視鏡装置１では、蛍
光物質２１を組み込むために特別な作業が不要となるので、組立や調整が容易である。
【００３７】
〔第５の実施の形態〕
　続いて、本発明に係る内視鏡装置について、第５の実施の形態を図７に基づいて説明す
る。なお、上述した実施の形態と同様の部分には同じ符号を付し、その詳細な説明は省略
する。
　この実施の形態では、上述の第１の実施の形態において、光学要素１４として、カバー
ガラス２２の代わりに凹レンズ３６を設け、この凹レンズ３６とライトガイド１３との間
に、ライトガイド１３の出射端に対向させて拡散部材４１を設けて、この拡散部材４１の
凹レンズ３６側を向く面に、蛍光物質２１を設けた構成を採用している。
　ここで、拡散部材４１としては、例えば、入射端面と出射端面とのうちの少なくともい
ずれか一方に微細な凹凸を設けたガラス板や、ライトガイド１３の光軸に略直交する面上
に複数のマイクロレンズを配置した構成のレンズアレイや、フレネルレンズ、その他の任
意の拡散部材を用いることができる。
【００３８】
　この内視鏡装置においても、蛍光物質２１は、挿入部４を構成するカバーガラス２２と
拡散部材４１との間に、これらと一体にして設けられているので、挿入部４を組み立てる
ことで、自動的に挿入部４に蛍光物質２１を組み込むことができる。このように、この内
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視鏡装置１では、蛍光物質２１を組み込むために特別な作業が不要となるので、組立や調
整が容易である。
【００３９】
　また、この内視鏡装置では、蛍光物質２１が、拡散部材４１の出射端側の表面に設けら
れていて、ライトガイド１３から出射されたレーザ光が拡散部材４１によって拡散された
のちに蛍光物質２１に照射されるので、蛍光物質２１全体に均等にレーザ光を照射するこ
とができ、レーザ光を高効率で可視光に変換することができる。
【００４０】
　ここで、本実施形態において、蛍光物質２１が、拡散部材４１の出射端側の表面に設け
られた例を示したが、これに限られることなく、蛍光物質２１が、拡散部材４１の入射端
側の表面に設けられていてもよい。
　また、上記のように、拡散部材４１としては、任意の構成のものを用いることができる
。例えば、図８に示すように、第１の実施の形態で示した内視鏡装置１において、ライト
ガイド１３の出射端とカバーガラス２２との間に空間Ｓを設けて、この空間Ｓ内に多数の
球体レンズ５１を設けて、これら球体レンズ５１によって拡散部材４１を構成してもよい
。
　この場合には、ライトガイド１３から出射されたレーザ光は、各球体レンズ５１に入射
することで、各球体レンズ５１によって各球体レンズ５１の直後で一旦収束されるので、
各球体レンズ５１の後方では拡散光となる。
【００４１】
 なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲内において適宜変更することができる。例えば、図９に示すように、本発明を、挿
入部４の先端に複数のレンズが設けられた内視鏡装置に適用してもよい。図９に示す例で
は、挿入部４の先端には、前記の凸レンズ３１が設けられ、この凸レンズ３１とライトガ
イド１３の出射端との間に、凸レンズ５６が設けられている。凸レンズ５６は、凸レンズ
３１側を向く面が凸曲面をなし、ライトガイド１３の出射端に向く面が光軸に略直交する
平面とされている。
　                                                                      
【００４２】
　これら凸レンズ３１，５６間には、これら凸レンズ３１，５６間の間隔を適正に保つた
めの間隔管５７（スペーサ）が設けられている。
　間隔管５７は、内径寸法が凸レンズ３１，５６の外径寸法よりも小径の管状の部材であ
る。間隔管５７のライトガイド１３側の端部近傍には、内径寸法が凸レンズ５６の外形寸
法と同じとなる拡径部５７ａが設けられており、凸レンズ５６はこの拡径部５７ａ内に収
納されている。
【００４３】
　この間隔管５７において、凸レンズ３１，５６間に位置する領域には、蛍光物質２１が
充填されている。すなわち、この間隔管５７には、蛍光物質２１が一体的に設けられてい
る。
　この構成においても、挿入部４を構成する間隔管５７に蛍光物質２１が一体的に設けら
れているので、挿入部４を組み立てることで、自動的に挿入部４に蛍光物質２１を組み込
むことができる。
【００４４】
　ここで、この蛍光物質２１は、単純に凸レンズ３１，５６間に位置する領域において、
光軸に略直交するとともに凸レンズ３１，５６に干渉しない厚みの板状に形成されていて
もよく、また、凸レンズ３１，５６間に位置する領域全体を満たす形状に成形されていて
もよい。
　図９に示す例では、蛍光物質２１は、凸レンズ３１側を向く面に凸レンズ３１の凸曲面
を受ける凹曲面を有し、凸レンズ５６側を向く面に凸レンズ５６の凸曲面を受ける凹曲面
を有する形状とされており、これによって挿入部４を組み立てた際に凸レンズ３１，５６
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間に位置する領域全体が蛍光物質２１で満たされるようになっている。
【００４５】
　また、例えば、図１０に示すように、本発明を、挿入部４の先端部が剛性を有する枠体
６１を有し、挿入部４の先端部を構成する他の構成部材がこの枠体６１に取り付けられた
構成の内視鏡装置に適用してもよい。図１０に示す例では、挿入部４の先端部は、挿入部
４と同軸にして設けられる略円柱形状の枠体６１を有している。
【００４６】
　枠体６１には、基端側から先端面まで通じる貫通孔６１ａが設けられている。この貫通
孔６１ａ内において挿入部４の先端近傍部分には縮径部６１ｂが設けられている。ライト
ガイド１３は、貫通孔６１ａの基端側から先端側に向けて挿入されて、先端を縮径部６１
ｂの基端側の面に当接させた状態にして固定されている。貫通孔６１ａの縮径部６１ｂよ
りも先端側には、凸レンズ３１が設けられており、凸レンズ３１は、凸曲面の外周部を縮
径部６１ｂによって受けられている。
【００４７】
　縮径部６１ｂの径方向内側の領域には、蛍光物質２１が充填されている。すなわち、こ
の枠体６１には、蛍光物質２１が一体的に設けられている。
　この構成においても、挿入部４を構成する枠体６１の縮径部６１ｂ内に蛍光物質２１が
一体的に設けられているので、挿入部４を組み立てることで、自動的に挿入部４に蛍光物
質２１を組み込むことができる。
【００４８】
　ここで、この蛍光物質２１は、単純に縮径部６１ｂの径方向内側の領域において光軸に
略直交するとともに凸レンズ３１およびライトガイド１３に干渉しない厚みの板状に形成
されていてもよく、また、縮径部６１ｂの径方向内側の、ライトガイド１３先端と凸レン
ズ３１との間に位置する領域全体を満たす形状に成形されていてもよい。
　図１０に示す例では、蛍光物質２１は、凸レンズ３１側を向く面に凸レンズ３１の凸曲
面を受ける凹曲面を有し、ライトガイド１３側を向く面にライトガイド１３の先端面を受
ける平面を有する形状とされており、これによって挿入部４を組み立てた際に、縮径部６
１ｂの径方向内側の、ライトガイド１３先端と凸レンズ３１との間に位置する領域全体が
蛍光物質２１で満たされるようになっている。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明に係る内視鏡装置の第１の実施の形態について、全体構成を示す概略図で
ある。
【図２】図１に示す内視鏡装置の全体構成例を示すブロック図である。
【図３】図１及び図２に示す内視鏡装置の挿入部の先端部を拡大して示す断面図である。
【図４】本発明に係る内視鏡装置の第２の実施の形態について、挿入部の先端部を拡大し
て示す断面図である。
【図５】本発明に係る内視鏡装置の第３の実施の形態について、挿入部の先端部を拡大し
て示す断面図である。
【図６】本発明に係る内視鏡装置の第４の実施の形態について、挿入部の先端部を拡大し
て示す断面図である。
【図７】本発明に係る内視鏡装置の第５の実施の形態について、挿入部の先端部を拡大し
て示す断面図である。
【図８】本発明に係る内視鏡装置の第５の実施の形態の他の形態例を示す断面図である。
【図９】本発明に係る内視鏡装置の他の形態例を示す断面図である。
【図１０】本発明に係る内視鏡装置の他の形態例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５０】
１　内視鏡装置
２　装置本体
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３　操作部
４　挿入部
１１　レーザ光源
１２　制御装置
１３　ライトガイド
１４　光学要素
２１　蛍光物質
２２　カバーガラス
３１　凸レンズ
３６　凹レンズ
３７　凸レンズ
４１　拡散部材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】
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【図１０】
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